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表 ２ 水 銀 排 出 施 設 一 覧 （ 大 気 汚 染 防 止 法 施 行 規 則 別 表 第 ３ の ３ ）
水 銀 排 出 対 象 施 設 項 水 銀 排 出 施 設 の 名 称 対 象 規 模

番 号
小 型 石 炭 混 焼 ボ イ ラ ー １ 施 行 令 別 表 第 1 の 項 に 掲 ・ 伝 熱 面 積 が 10m2以 上

(注 １ ) げ る ボ イ ラ ー ( 項 番 号 ・ 又 は バ ー ナ ー 燃 焼 能 力 が 重
２ を 除 く 。 ) 油 換 算 で 50L/時 以 上 の も の 。

石 炭 専 焼 ボ イ ラ ー ２ 施 行 令 別 表 第 1 の 項 に 掲
大 型 石 炭 混 焼 ボ イ ラ ー げ る ボ イ ラ ー
非 鉄 金 属 （ 鉛 ， 亜 鉛 ， ３ 施 行 令 別 表 第 1 の 3 ～ 5 及 ・ 原 料 処 理 能 力 が 1 t / 時 以 上
銅 及 び 工 業 金 ） 製 造 び 1 4の 項 に 掲 げ る 銅 又 は の も の 。 (銅 ,金 の 一 次 精 錬 )
に 用 い ら れ る 精 錬 及 金 の 一 次 精 錬 施 設 ・ 火 格 子 面 積 が 1m 2以 上 で あ る
び 焙 焼 の 工 程 ４ 施 行 令 別 表 第 1 の 3 ～ 5 及 か ， 羽 口 面 断 面 積 が 0.5 m 2以 上

び 1 4の 項 に 掲 げ る 鉛 又 は で あ る か ， バ ー ナ ー 燃 焼 能 力
亜 鉛 の 一 次 精 錬 施 設 が 重 油 換 算 で 5 0 L /時 以 上 で あ

５ ・ 施 行 令 別 表 第 1の 3～ 5 る か ， 変 圧 器 定 格 容 量 20 0 k V A
及 び 1 4の 項 に 掲 げ る 銅 ， 以 上 の も の 。 (鉛 ,亜 鉛 の 一 次
鉛 又 は 亜 鉛 の 一 次 精 錬 施 精 錬 )
設 ・ 原 料 処 理 能 力 が 0 . 5 t / 時 以
・ 施 行 令 別 表 第 1 の 2 4 の 上 で あ る か ， 火 格 子 面 積 が 0.
項 に 掲 げ る 溶 解 炉 の う ち ，5m 2以 上 で あ る か ， 羽 口 面 断 面
鉛 の 二 次 精 錬 施 設 積 が 0.2 m 2以 上 で あ る か ， バ ー
・ ダ イ オ キ シ ン 類 対 策 特 ナ ー 燃 焼 能 力 が 重 油 換 算 20 L /
別 措 置 法 施 行 令 別 表 第 1 時 以 上 の も の 。 (銅 ,鉛 ,亜 鉛
の 3の 項 に 掲 げ る 施 設 の 二 次 精 錬 )

６ 施 行 令 別 表 第 1 の 3 ～ 5 の ・ 燃 焼 能 力 が 1 0 L /時 以 上 で あ
項 ま で に 掲 げ る 金 の 2 次 る か ， 変 圧 器 定 格 容 量 4 0 k V A
精 錬 施 設 以 上 の も の 。 (鉛 の 二 次 精 錬 )

・ 原 料 処 理 能 力 が 0 . 5 t / 時 以
上 の も の 。 (亜 鉛 の 回 収 )

セ メ ン ト ク リ ン カ ー の ７ 施 行 令 別 表 第 1の 9の 項 に 火 格 子 面 積 が 1 m 2以 上 で あ る
製 造 設 備 掲 げ る 焼 成 炉 の う ち ， セ か ， バ ー ナ ー の 燃 料 の 燃 焼 能

メ ン ト 製 造 の 用 に 供 す る 力 が 重 油 換 算 5 0 L /時 以 上 で あ
も の る か ， 又 は 変 圧 器 の 定 格 容 量

が 200kVA以 上 で あ る も の 。
廃 棄 物 の 焼 却 設 備 ８ ・ 令 別 表 第 1 の 1 3 の 項 に 火 格 子 面 積 が 2 m 2 以 上 で あ る

掲 げ る 廃 棄 物 焼 却 炉 か ， 又 は 焼 却 能 力 が 2 0 0 k g /時
・ 廃 棄 物 処 理 法 第 8条 第 1 以 上 の も の 。
項 に 規 定 す る ご み 処 理 施
設
・ 廃 棄 物 処 理 法 施 行 令 第
7条 第 3号，第 5号 ，第 8号 ，
第 1 0号 ， 第 11の 2号 ， 第 1
2号 ， 第 1 3の 2号 に 掲 げ る
施 設

９ 水 銀 回 収 義 務 付 け 産 業 廃
棄 物 （ 注 2 ） 又 は 水 銀 含
有 再 生 資 源 （ 注 3 ） か ら
の 水 銀 の 回 収 の 用 に 供 す
る 施 設

（ 注 1） バ ーナ ー の 燃 焼 能 力 が 10 万 Ｌ /時 未 満 のも の
（ 注 2） 水 銀 回 収 義 務 付 け 産 業 廃 棄 物 は ， 廃 棄 物 処 理 法 施 行 令 で 規 定 さ れ て いる 。
（ 注 3） 水 銀 含 有 再 生 資 源 は ， 水 銀 に よ る 環 境 の 汚 染 の 防 止 に 関 す る 法 律 で 規 定 さ れ

て い る 。


